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成長には、外部的な面と内部的な面の成長がある

ようです。何故観光地でもない、こんなひなびたと

ころを外国人が探してやってくるのか…驚きです。

インバウンドでの爆買いはもうありません。みんな

まとめて網ですくう式の売り上げ確保は長続きしま

せん。 

みんな異なるニーズをもって生活している。しか

も個々の満足度を上げることを求めて。五感に染み

入る消費、成長を実感できる教養も仲間も…ですの

で時間もエネルギーも必要になります。完全に量か

ら質の時代への変化ということでしょうか。 

今、世の中生産性アップのため躍起になっていま

す。生産効率を上げるためＡＩを駆使して活路を見

出す方策です。ＡＩがその答えをくれるでしょう

か。ヒントは得られても答えは人知です。 

ここ２０年の停滞スパイラル（おなじところをぐ

るぐるまわっているだけ）…経済は人間に根差した

「心理学」と思うのです。 

経済心理学…経済とは人間を 

知ることなのではないでしょ 

うか。 

（宇久田進治） 
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今月は低く立ち込めるニッポンの停滞スパイラ

ルについて、あくまで私見をお話しさせていただ

きます。 

皆様、「社会の成長」という言葉からどんなイ

メージを持たれますでしょうか？ 高度経済成長

のあの時代でしょうか。低成長・モノ余りのあの

時代でしょうか。あるいはモノ消費からコト消費

に移った時代でしょうか。 

いずれにしても形のあるモノを連想しがちです

よね。どんどん生産を上げ、どんどんモノが生産

され、消費される勢いある社会。「成長」とは経

済成長を第一に考えます。 

しかし、その意味での成長は携帯電話を取って

みても、山はあったにしろ長く続く山脈にはなっ

ていません。エンターテイメント、旅行はどうで

しょう。これまた産業としての成長はあったにし

ろ大きなウエーブにはなっていません。 

 

いろいろ考えますと、産業革命からの自動車に

みる成長はもうやってこないでしょう。価値観が

多様化している現在、「成長」のとらえ方がどう

やら違うように思えるのです。 
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治療と仕事の両立推進企業に認定していただきました！ 

株式会社経営センターグロウがこの度、治療と仕事の両立推進企業に、神奈川県より認定していただきまし

た。がん患者の治療と仕事の両立ができるよう支援するため、就業規則の整備がされている会社であれば、簡

単なお手続きで認定シンボルマークが付与されます。 

 

認定基準 
 

① 時間単位または半日単位の年次有給

休暇制度を整備していること。 

② 傷病、病気休暇制度を整備している

こと。 

③ ・短時間勤務制度 

・時差出勤制度 

・在宅勤務制度 

・失効年次有給休暇積立制度 

・フレックスタイム制度 

いずれか一つ以上の制度を整備してい

ること。 

 

①～③のいずれかを整備している企業

を、神奈川県が認定し、なおかつ PR し

てくれるようです。 

 

 

常時 10 人以上の労働者がいる会社には、法律で就業規則の作成が

義務付けられておりますので、すでに設定済みの事業者様も多いと思

います。 

わが社でも神奈川県の認定を取りたい！という事業者様、まずは担

当者にご一報ください。また、就業規則未設定の事業者様でも、所内

の社労士が、作成のお手伝いをさせていただきます。 

 

「治療と仕事の両立支援 かながわ」で検索いただくと、推進企業一

覧をご覧いただけます。 

 

尚、今回認定マークの取得にあたり、あいおい生命様にご尽力いた

だきました事、この場を借りて御礼申し上げます。 

 

↑ 

黒岩知事より認定証 

いただきました！ 

←認定シンボルマーク 

経営センターグロウで

は①～③すべて整備済

との事で、プラチナを

いただきました。 

保険事業班 作成 
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新入社員紹介 
1月から新しく３名が入社し、前

号に引き続き、今回は１名をご

紹介させて頂きます。  

この度 1月よりこちらの事務所でお世話になることとなりまし

た、新倉 洋子（にいくらようこ）と申します。以前は金融関、

企業経理、会計事務所で仕事をしてまいりましたが、出産を機に

育児に専念しました。その後、同居していた義父母の介護生活を

経て 7年ぶりに仕事復帰したものの、子供が幼少なため同じ境遇

の人が多い金融機関で働きました。業務の中で申告書類に携わる

機会があり、会計の仕事に就きたいという思いが日に日に強くな 

り、子供の成長をみながら転職し現在に至ります。会計職のブラ

ンクが長かった為、勤務当初は税制改正、会計資料の電子化、OA機器の進化、会計ソフトの増加等に衝

撃を受けたことを覚えています。そして、その変化に対処していくのに必死でした。3年経った今ではだ

いぶ腰を据えて仕事に取り組めるようになりましたが、日々勉強中です。 

趣味はガーデニングで、通りがかりに花屋を見つけるとふらっと立ち寄ったりします。場所によって

扱っている花の種類や価格も様々で興味深く、新種が店頭に並んでいると、つい欲しくなりますが、今

後のお手入れのことを考えると鑑賞して終わることも多いです。家では地植やプランター栽培を手が行

き届く範囲でやっています。植えた時は蕾でも、次々に花が咲き、株も大きくなり、更に花が咲き、そ

の成長ぶりに嬉しくなり、水やりは苦になることもありますが、日々の鑑賞は私の癒しとなっていま

す。これから暖かくなるといろんな花が咲き始め桜などのお花見も楽しみです。 

未熟な私ですが、周りの方々にご指導ご鞭撻いただきながら、事務所やお客様のお役に立てるよう努

力してまいりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

   

                      のこれが              『将棋』 

 

今、藤井聡太王将（５冠）と羽生善治九段（無冠）が戦っている王将戦が 2勝 

2敗のタイになっています。レジェンド羽生善治はタイトル 100期を目指し、頑張 

っています。また藤井聡太は 6冠を目指し、渡辺明棋聖と棋聖戦を戦って 1勝で 

す。さらに渡辺明棋聖は棋聖戦 11 連覇を目指しています。このように将棋界のレジェンドの 3 人が激突して

いて 2月 3月は目が離せません。 

囲碁・将棋チヤンネルはオンラインで視聴でき、また録画することが出来るので、見たい時に再生出来ます

が、あまりにも時間が長く、見られていません。また最近は将棋を指す機会も少なく、指すことに飢えていま

す。唯一、日曜日のNHK杯戦を楽しんでいます。AIの評価値と次の一手が表示されるのでAIの理論と人間

の思考の違いが面白く、益々将棋が興味深く感じられるようになりました。最強将棋ソフト『水匠』は 1 秒間に

6、000万手を読むことができるそうですが、あらゆる局面を読むので、1つの局面では27手先ぐらいを読

んでいるそうです。CP同士何百万回も戦わせ、学習していくのですから人間はかなわない訳です。 

1996 年、プロ棋士が将棋ソフトに負ける日がいつかと、プロ棋士にアンケート調査したら、殆んどの棋士

があり得ないと回答したのに対し、羽生善治だけが 2015 年と回答。ほぼ正解、2017 年当時佐藤天彦名人

が 2連敗それ以来棋士と CPとの戦いは行われていません。                      （碇 利夫） 

 

 

職員 碇 
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毎週日曜日 18時～18時 29分 FM83.1 

日曜日の夕暮れ時は、 

『ざいつきげんの音楽鍋』 でよいひと時を♪ 

 

 

所長・職員一同、みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております 
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                       『利は元にあり』…つくづくそう思います         

ある農場の卵のカタログをみました。それはそれは、生産者の思いが伝わるものでし

た。鶏のエサにかける思いがとんでもないのです。ウコンや漢方薬まで配合して…きっ

と飼育法も独自のもの。鶏もストレスなくのびのび育ち立派な卵を産み落とす。そこに

は仕入れ原価のカットの発想は見えてきません。分かってはいますが、なかなか実行で

きないものですが…。  ※利は元にあり…利益は上手な仕入から生まれるという意味  

（宇久田 進治） 
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さわやか土曜塾 

しばらくお休みいたします。 

 

知らぬが損！？ 税金豆知識 

この時期は確定申告で医療費控除を受ける為、当事務所にもお客様から病院や薬局の領収書が沢山集ま

ってきます。その中でも多く見受けられる間違いや、医療費の豆知識をご紹介致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費控除が適応出来る支払か適応出来ない支払か判断に迷う事が沢山あります。そんな時は当事務所の

担当者にご相談下さい。 

 

  

 

① 予防接種やビタミン剤、エステサロン料金 

治療目的でない予防又は 

美容目的なので控除は出来ません。 

② 健康診断や人間ドック代 

診断の結果で疾病が見つかり、その疾病の治療を

行う場合のみ、医療費控除の対象となります。 

③ 病院の駐車料金や車のガソリン代 

医療費控除の対象となる交通費は、 

公共交通機関（電車やバス）のみ 

で、駐車料金・ガソリン代は対象 

になりません。また本来は控除の 

対象とはなりませんが、やむをえない場合（緊急

性が高い等）に限り、タクシー代も控除の対象と

なります。 

④ おむつ費用 

医療費控除の対象とするには、医師のおむつ使用

証明書等が必要です。 

 

 

⑤ 入院時の身の回り品の領収書やレンタル料 

治療には関係ないので控除は出来ません。 

⑥ 近視遠視用のコンタクトレンズや眼鏡代 

コンタクトや眼鏡で控除が 

出来るのは、医師の治療と 

限定列挙された症状の記載 

が必要です。 

⑦ 介護保険施設のサービス料 

医療系サービスが必要で、福祉系サービスのみ

では医療費控除が出来ません。 

基本的には控除が出来る金額には医療控除対象

と記載されています。 

⑧ 歯列矯正の領収書 

治療目的の矯正（例えば子供の成長を阻害しな

いようにするために行う不正咬合の歯列矯正な

ど）なら控除できますが、美容目的の場合は控

除出来ません。 

 

 

 

 

 


